
告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
一
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
本

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い

て
取
り
消
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 

  

富
士
見
市
立
水
谷
東

二
丁
目
集
会
所 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
富
士
見
市
水
谷
東
二
丁

目
三
十
八
番
七
号 

所

在

地 

富
士
見
市
長 

管

理

者 

六
十
人 

収

容

人

員 
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